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令和３年１１月 保健福祉委員会 開催状況

開催年月日 令和３年１１月４日（木）

質 問 者 日本共産党 真下 紀子 委員

答 弁 者 福祉局長 澁谷 文代

保護担当課長 浦崎 真

質 問 内 容 答 弁 内 容

一 新型コロナウイルスワクチン接種に伴う対応に

ついて

私から新型コロナウイルスワクチン接種に伴う生

活保護移送費への対応について伺います。

（一）生活保護移送費にかかる事象について 【保護担当課長】

厚生労働省が４月１２日「新型コロナウイルスワ ワクチン接種に係る移送費の取扱いについてであ

クチン接種に必要な移送費について」と事務連絡を りますが、道では、本年４月、国の通知に基づきま

発出し、この事務連絡では、生活保護利用者がワク して、ワクチン接種に必要な移送費の取扱いの適切

チン接種に必要な移送費に係る取扱いについて、こ な対応について各福祉事務所に周知したところでご

れを支給の対象とすることと明記をされておりま ざいます。

す。 また、現在は１２歳以上の全ての人がワクチン接

ところが、複数の自治体において、保護利用者に 種の対象となっており、高齢者以外の被保護者につ

対して「ワクチン接種に伴う移送費は保護費の支給 いても移送費の支給対象となっておりますことか

対象とならない」とか「支給範囲が高齢世帯に限 ら、その取扱いに遺漏がないよう必要な説明を行う

る」等の対応がなされたと私どもの会派に相談が寄 など、適切な支給に努めるよう１０月に改めて各福

せられました。 祉事務所に通知したところでございます。以上でご

道は生活保護利用者がワクチン接種の際に必要な ざいます。

移送費の支給についてどのように周知を図っている

かまず伺います。

（二）さらなる対応の強化について 【保護担当課長】

４月の通知だけでは、不十分だったということな 移送費の支給についてでございますが、移送費

んだと思いますし、１０月に改めて通知をされたと は、移送に必要な最小限度の交通費で、最も経済的

迅速な対応をとられておりますけれども、私どもか な経路により計算された額で支給されますことか

らの情報提供があってからのことだと承知をしてお ら、決定に当たりましては、通常、領収証の提出は

ります。 求めておらず、また、接種を終えられた方に対して

このワクチン接種は既に国民の過半数が２回目の も、支給することができることとされております。

接種を終えております。多くの方が接種済みとなっ なお、被保護者の心身の状況等により、交通費の

ておりまして、その中で、「事後申請だから受けら 算定に当たり、個別の判断が必要となる場合もあり

れないんじゃないかな」という疑問を解消しないま ますことから、丁寧な聞き取りを行うなど、適切に

まですね申請されていない方もたくさんいらっしゃ 対応しているところでございます。以上でございま

るんではないかと考えられるところです。 す。

また、交通費の領収証がないことを想定されてお

りまして「領収証がない」ことをもって不支給とす

るケースも考えられるため、文字通り全ての保護利

用者に移送費を支給できるように引き続きですね具

体的に対応が求められると考えますが、どのように

対応されるのか伺います。

（三）生活保護制度の適切な実施について 【福祉局長】

対応する職員がですね、交代する場合があって、 今後の取組についてでございますが、生活保護に

人事異動する場合もあって、なかなかこのきちっと 関する業務は、法律・規則のほか、保護の実施要領

対応できかねるケースも中にはあるんだというふう をはじめとする数多くの通知に基づいて実施する必

に考えますので、ぜひそうした具体的な丁寧な対応 要があり、専門性を備えた職員による対応が求めら

をしていただきたいというふうに考えます。 れますことから、道ではこれまでも、適切な保護の

ちょっと誤植なんですけど、生活保護制度の適切 実施に向け、福祉事務所における必要な実施体制の

な実施についてなんですが、ワクチン接種に伴う移 確保や職員研修の実施などに取り組むとともに、指

送費支給の周知はもちろんですが、生活保護制度が 導を行ってまいりました。

利用者にとって生活を支える制度として活用できる 今後とも、こうした取組みを進めながら、被保護

るように現場の人員確保と専門性の育成がいっそう 者の方々の権利が損なわれることがないよう、制度

必要だと考えます。 の分かりやすい説明や丁寧な聞き取りを行うなどし
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質 問 内 容 答 弁 内 容

厚生労働省のキャッチコピーがまあ皆さんご存じ まして生活保護制度の適切な運用に努めてまいる考

のとおり生活保護は国民の権利ですとこのようにな えでございます。

っておりますので、そうした方向をしっかりと受け

止めてですね生活保護制度の有効かつ適切な実施に

向けて、今後道としてどう取り組むのか伺います。


